
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 消費税の軽減税率実施に伴うシステム修正費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：消費税の軽減税率実施に伴い、システ

ムを修正しますが、この費用は、どのように

取り扱われますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】  

消費税の取扱いが、令和元年10月１日から

８％から10％の税率になり、同時に軽減税率

制度が実施されます。 

このことから、事業者においては、消費税

の複数税率に対応した商品管理や納税額の計

算が必要になり、POSのレジシステムや商品の

受発注システム、経理システムのプログラム

等の手直しをしなければならなくなっていま

す。 

ところで、この場合のプログラムの修正で

すが、その修正がソフトウエアの機能の追加、

機能の向上等に該当する場合は、その修正に

要する費用は資本的支出となりますが、消費

税法改正による軽減税率制度の実施に対して、

現在使用しているソフトウエアの効用を維持

するために行われるもので、新たな機能の追

加、機能の向上等に該当するものでないとい

う場合は、その修正に要する費用は、修繕費と

して損金の額に算入することができます。 

なお、修正の費用を損金の額に算入する場

合は、そのプログラムの修正が、軽減税率制度

の実施に対してなされているものに限定され

ていることにつき、作業指図書等で明確にさ

れている必要があります。 
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